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（目的） 

１．四万十町通学路交通安全及び防犯プログラムの目的            

近年、集団登校の列に自動車が飛び込み、通学児童が犠牲となる交通事故が絶

えません。本町は、平成１８年３月に（窪川町・大正町・十和村）の旧３町村が

合併して広大な面積を有することとなり、道路網の総延長も大きくなりました。

主要な道路としては、町内を南北に縦断する国道５６号線と、四万十川に沿って

東西に走る国道３８１号線が整備されています。 

この２本の主要幹線道路と、各地区を結ぶ県道や町道により道路網が整備され

ており、沿線には各小中学校が点在していますが、これらの通学路の一部には、

必ずしも安全とは言えない箇所が見受けられます。 

平成２４年には、全国で登下校中の児童生徒が死傷する事故が相次いで発生し

たことを受け、本町でも同年８月に、関係機関が連携して町内の通学路における

緊急合同点検と対策を講じ、継続的に通学路の交通安全対策に取り組むため、平

成２７年１月に「四万十町通学路交通安全プログラム」を策定したところです。 

しかしながら、平成３０年５月には下校中の児童が殺害されるという事件が発

生したことを受け、登下校時の児童生徒の安全を確保するための防犯対策にも取

り組むことが求められています。 

本プログラムに基づき、関係機関との連携を密にして、児童生徒が安全に通学

できるよう、通学路の安全確保に努めていきます。 

 

（組織） 

２．通学路安全対策連絡協議会の設置                     

本プログラムを具現化するため、関係者等を構成員とする「四万十町通学路安

全対策連絡協議会（以下「連絡協議会」という。）」を設置します。 

 

（１） 連絡協議会の構成 

下記の団体・機関等の代表者又は代表から委任を受けた者で構成する。 

・四万十町立小中学校ＰＴＡ連絡協議会 

・四万十町立小中学校長会 

・窪川警察署  

・国土交通省四国地方整備局中村河川国道事務所道路管理課 

・高知県須崎土木事務所四万十町事務所工務課 

・四万十町建設課 

・四万十町教育委員会 

・四万十町少年補導センター 
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（２）連絡協議会の役割 

「四万十町通学路交通安全及び防犯プログラム」の策定及び対策の実施状況の

確認、対策効果の把握、対策の改善・充実の検討・地域住民に対する情報提供な

ど、継続的な通学路の安全確保に向けた活動を行います。 

  

（方針） 

３．取組み方針 

（１）基本的な考え方 

通学路の安全を確保するため、緊急合同点検後も合同点検を継続するととも

に、対策実施後の効果を検証し、地域の実情に見合った必要な対策の改善・充実

を行います。 

これらの取り組みをＰＤＣＡサイクルとして実践し、本町の通学路の安全性の

向上を図っていきます。 

 

〔四万十町通学路安全確保のＰＤＣＡサイクル概要〕 
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（２）定期的な合同点検（Ｐｌａｎ） 

①実施時期等 

・町内全域を必要に応じて合同点検を実施します。 

・新学期前や降雪期前の危険箇所把握のため「夏季・冬季」を交互に行います。 

・連絡協議会において重要課題を設定し、効率的かつ効果的な合同点検を実施し

ます。 

②点検体制 

・学校、保護者、道路管理者、警察、地域等の参加により実施します。 

  

（３）対策の検討（Ｐｌａｎ） 

・合同点検の結果により明らかになった対策必要箇所への対応について、歩道整

備や防護柵の設置などのハード対策と、見守りによる交通安全教育などのソフト

対策を整理し、具体的な実施メニューを検討します。 

 

（４）対策の実施（Ｄｏ） 

・対策の具体的な実施にあたっては、関係者間で十分に連携をとり円滑に進めま

す。 

 

（５）対策効果の把握（Ｃｈｅｃｋ） 

☆合同点検結果に基づく対策実施後の箇所等は、実際に期待した効果があったか

確認するため、アンケート調査等を行い対策内容を検証します。 

・地域住民へのアンケートの実施 

・車両と歩行者の離隔など安全性を測定 

・事故件数の減少・増加などの把握  など 

対策実施後の効果を把握するための方法を検討し、対策効果を把握します。 

 

（６）対策の改善・充実（Ａｃｔｉｏｎ） 

・対策実施後も、合同点検や効果把握の結果を踏まえて、対策内容の改善・充実

を図ります。 

 

（公表） 

４．箇所図、箇所一覧の公表                        

・点検結果や対策内容については、関係者間で認識を共有するために小学校区ご

との「対策一覧表」及び地域ごとの「対策箇所図」を作成し、四万十町のホーム

ページや広報等を通じて町内外に公表します。 

別添１：対策箇所一覧（窪川地域 大正・十和地域） 

別添２：対策箇所図 （窪川地域 大正・十和地域） 


